
証券コード 2789
平成29年５月９日

株 主 各 位
　

宮城県富谷市成田九丁目２番地９

株式会社 カ ル ラ
代表取締役社長 井 上 善 行

　

第45期定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第45期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年５月23日（火曜日）午後
６時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具
記

　

日 時 ： 平成29年５月24日（水）午前10時

場 所 ： ホテルメトロポリタン仙台 ４階 千代の間

　仙台市青葉区中央一丁目１番１号
　（末尾記載の会場ご案内図をご参照ください。）

会議の目的事項
報告事項 1. 第45期（平成28年３月１日から平成29年２月28日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件

2. 第45期（平成28年３月１日から平成29年２月28日まで）計算書類
報告の件

　
決議事項 第１号議案 剰余金の配当の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役６名選任の件

第４号議案 監査役３名選任の件

第５号議案 補欠監査役１名選任の件
　

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。

2. 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた
場 合 に は、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （http：
//www.re-marumatu.co.jp）に修正の事項を掲載させていただきます。
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添付書類
事 業 報 告

（平成28年３月１日から
平成29年２月28日まで）

1． 企業集団の現況

　(1) 当事業年度の事業の状況

　 ① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益と賃金・雇用環境の改善が

続く中、訪日外国人による消費拡大が継続するなど引き続き緩やかな景気回復

基調にあるものの、生活物価の上昇等により消費者の生活防衛意識が高まりを

見せていることや、海外経済の不透明感の高まりによる影響等も見られること

から、景気は足踏み状態にあるといえます。

　外食産業におきましては、食材価格や人件費の上昇をはじめ、利用シーンご

とに費用対満足度を熟慮した消費者の選別志向の高まり、中食事業者等との業

種の垣根を越えた競合激化など予断を許さない状況が続いております。

　このような状況のもと、当社グループは「健康でおいしい食事」を「より価

値のある価格で提供する」ことを理念として、新製品を投入したメニュー施策

やクリンリネスの徹底、さらには提供時間の短縮など他社との差別化を図る施

策に取り組んでまいりました。

　売上高につきましては、昨年７月にオープンした「まるまつ吉岡店」および

同年８月にオープンした「まるまつ荒井店」、「まるまつ寒河江店」や同年11月

にオープンした「まるまつ横手中央店」が寄与しましたが、既存店が前年割れ

をし、全店舗を合計した売上高は減少しました。また、原材料価格の上昇や人

件費の増加に加えて、上記新店舗の開店費用、ならびに業態変更（かつグルメ

元倉店、十割蕎麦丸まつ向陽台店）の実施による改装費用等が費用増加の大き

な要因となりました。

　また、既存５店舗に係る減損損失63百万円等を特別損失に計上致しました。

　この結果、当連結会計年度における売上高は79億59百万円（前年同期比1.1％

減）、営業利益は１億83百万円（同44.4％減）、経常利益は１億93百万円（同

40.2％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は45百万円（同54.3％減）となり

ました。
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　 ② 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は、252,320千円で、その主なものは

新規に出店した店舗の設備207,032千円、業態変更により取得した店舗の設備

6,594千円等であります。

　 ③ 資金調達の状況

　 当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。

　 ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　 該当事項はありません。

　 ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

　 該当事項はありません。

　 ⑥ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　 該当事項はありません。

⑦ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

　 該当事項はありません。
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　(2) 財産及び損益の状況

　 ① 企業集団の財産及び損益の状況

期 別

項 目

第42期
(平成26年２月期)

第43期
(平成27年２月期)

第44期
(平成28年２月期)

第45期
(当連結会計年度)
(平成29年２月期)

売 上 高 (千円) 7,688,855 7,959,207 8,050,678 7,959,352

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(千円) 194,595 45,202 98,456 45,043

１株当たり当期純利益 ( 円 ) 32.39 7.52 16.39 7.50

総 資 産 (千円) 6,701,489 6,819,576 6,362,255 6,186,822

純 資 産 (千円) 3,136,906 3,124,959 3,163,689 3,148,910

１株当たり純資産 ( 円 ) 521.87 519.80 526.18 523.68

　 ② 当社の財産及び損益の状況

期 別

項 目

第42期
(平成26年２月期)

第43期
(平成27年２月期)

第44期
(平成28年２月期)

第45期
(当事業年度)
(平成29年２月期)

売 上 高 (千円) 7,676,226 7,933,588 8,038,372 7,945,388

当 期 純 利 益 (千円) 182,521 17,266 85,984 38,167

１株当たり当期純利益 ( 円 ) 30.38 2.87 14.31 6.35

総 資 産 (千円) 6,678,579 6,771,620 6,307,893 6,121,178

純 資 産 (千円) 3,106,330 3,065,925 3,091,836 3,069,930

１株当たり純資産 ( 円 ) 517.09 510.36 514.68 511.03

　(3) 重要な親会社及び子会社の状況

　 ① 重要な親会社の状況

　 該当事項はありません。

　 ② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 事業内容

株式会社ネットワークサービス 8,550千円 93.6％
店舗補修管理、
清掃業務

　 ③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

　該当事項はありません。
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　(4) 対処すべき課題
今後の我が国の経済につきましては、米国政策への不安に加え、中国経済の減

速や中東・欧州での情勢不安などで先行きは不透明であり、予断の許さない状況
が継続するものと思われます。
当飲食業界におきましては、競合他社のみならず、他業種他業態との顧客獲得

競争も激化するとともに、原材料価格や労働単価が高まり、また、顧客志向は、
食の安全安心を含めた品質を重視する傾向が強まるなど、経営環境はより厳しさ
を増しております。

このような状況下、当社グループは、「和風レストランまるまつ」の新規出店に
より、顧客第一主義をモットーに、清潔感のある雰囲気の良い店舗の中でお客様
に健康的で美味しい食事をしていただくことによって、トータル的な価値の創造
に取組んでまいります。
　また、より安全で安心な食事を提供するために、生産から販売までの一貫した
仕組み(マス・マーチャンダイジング)の構築を目指すとともに、経営体質を一層
強化して、収益力の向上に取組んでまいります。
　その実現のために当社グループが対処すべき課題は、以下のとおりであります。
① 商品力強化による他社との差別化

従来からの課題であります商品の10分以内提供については継続しつつ、各業
態の主力商品の磨き上げを徹底して行います。

特に主力業態である「まるまつ」においては、和食のベーシックアイテム
（すし・そば・天ぷら）の商品力強化に取り組み、他社との差別化を明確にする
ことで、客数アップを目指します。

また、一部店舗においてオートフライヤーを導入し、店舗での手作り感をア
ピールした「とんかつ」を提供して、商品力の強化を図ります。

②地域特性に合わせた店舗作り
御膳メニューを提供する個室対応の店舗や、定食メニューをメインとしたダ

ウンタウン立地の店舗等、地域特性に応じた店舗作りを行い、顧客満足の充足
を図ります。

③経費の削減
効率的な店舗レイアウトに取り組むことで総投資金額を抑制するとともに、

店舗オペレーションの見直しを行い、効率化を図ることで、投下労働時間の削
減を推進いたします。

また物流部門での配送経費の削減、本社工場部門での生産性向上、本社管理
部門の経費の削減を行い、収益力の向上に取り組んでまいります。

④人材の確保と育成
人手不足の状況下、店舗運営が円滑に行えるように人員の確保をするととも

に、キャリアプランに基づく適正なジョブローテーションにより、継続的な人
材の育成を行ってまいります。
　

　(5) 主要な事業内容（平成29年２月28日現在）
和風レストラン「まるまつ」のほか、そば処「丸松」、十割蕎麦「丸まつ」、和

風料理「寿松庵」、ファミリーダイニング「かに政宗」、とんかつ「かつグルメ」、
回転すし店等の経営を主な事業としております。
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　(6) 主要な営業所及び工場（平成29年２月28日現在）

① 本 社 宮城県富谷市成田九丁目２番地９

② 配送センター 宮城県富谷市成田九丁目２番地８

③ 工 場 宮城県富谷市成田九丁目２番地９

④ 営 業 店 舗 120店 (青森県10店、岩手県14店、秋田県8店、宮城県53

店、山形県8店、福島県15店、栃木県10店、茨城県2店)

和風ファミリーレストラン「まるまつ」 和風ファミリーレストラン「まるまつ」 和風ファミリーレストラン「まるまつ」
西 多 賀 店 宮 城 / 仙 台 市 原 町 店 福島/南相馬市 青森中央店 青 森 / 青 森 市
幸 町 店 宮 城 / 仙 台 市 いわき泉店 福島/いわき市 イオン七戸店 青 森 / 上 北 郡
柳 生 店 宮 城 / 仙 台 市 いわき鹿島店 福島/いわき市 イオン八戸店 青 森 / 八 戸 市
南 吉 成 店 宮 城 / 仙 台 市 相 馬 店 福 島 / 相 馬 市 三 沢 店 青 森 / 三 沢 市
袋 原 店 宮 城 / 仙 台 市 須 賀 川 店 福島/須賀川市 岩 曽 店 栃木/宇都宮市
中 野 店 宮 城 / 仙 台 市 本 宮 店 福 島 / 本 宮 市 簗 瀬 店 栃木/宇都宮市
泉 大 沢 店 宮 城 / 仙 台 市 浪 江 店 福 島 / 双 葉 郡 宇都宮南店 栃木/宇都宮市
新 田 東 店 宮 城 / 仙 台 市 猪 苗 代 店 福 島 / 耶 麻 郡 鶴 田 店 栃木/宇都宮市
愛 子 店 宮 城 / 仙 台 市 盛岡西南店 岩 手 / 盛 岡 市 大 田 原 店 栃木/大田原市
苦 竹 店 宮 城 / 仙 台 市 水 沢 店 岩 手 / 奥 州 市 鹿 沼 店 栃 木 / 鹿 沼 市
南 光 台 店 宮 城 / 仙 台 市 前 沢 店 岩 手 / 奥 州 市 真 岡 店 栃 木 / 真 岡 市
岩 切 店 宮 城 / 仙 台 市 北 上 東 店 岩 手 / 北 上 市 氏 家 店 栃木/さくら市
一 番 町 店 宮 城 / 仙 台 市 北 上 店 岩 手 / 北 上 市 壬 生 店 栃木/下都賀郡
荒 井 店 宮 城 / 仙 台 市 花 巻 店 岩 手 / 花 巻 市 小山犬塚店 栃 木 / 小 山 市
若 林 店 宮 城 / 仙 台 市 遠 野 店 岩 手 / 遠 野 市 総 和 店 茨 城 / 古 河 市
六丁の目店 宮 城 / 仙 台 市 釜 石 店 岩 手 / 釜 石 市 結 城 店 茨 城 / 結 城 市
元 倉 店 宮 城 / 石 巻 市 宮 古 店 岩 手 / 宮 古 市 と ん か つ 「か つ グ ル メ」 等
塩 釜 店 宮 城 / 塩 釜 市 一 関 店 岩 手 / 一 関 市 元 倉 店 宮 城 / 石 巻 市
鹿 島 台 店 宮 城 / 大 崎 市 紫 波 店 岩 手 / 紫 波 郡 吉 成 店 宮 城 / 仙 台 市
古 川 店 宮 城 / 大 崎 市 金 ケ 崎 店 岩 手 / 胆 沢 郡 泉 崎 店 宮 城 / 仙 台 市
古川駅前店 宮 城 / 大 崎 市 二 戸 店 岩 手 / 二 戸 市 利 府 店 宮 城 / 宮 城 郡
岩 沼 店 宮 城 / 岩 沼 市 成 沢 店 山 形 / 山 形 市 そ ば 処 「丸 松」
城 南 店 宮城/多賀城市 江 俣 店 山 形 / 山 形 市 中 央 店 宮 城 / 仙 台 市
角 田 店 宮 城 / 角 田 市 東 根 店 山 形 / 東 根 市 エスパル仙台店 宮 城 / 仙 台 市
佐 沼 店 宮 城 / 登 米 市 南 陽 店 山 形 / 南 陽 市 国 分 町 店 宮 城 / 仙 台 市
矢 本 店 宮城/東松島市 鶴 岡 店 山 形 / 鶴 岡 市 空 港 店 宮 城 / 名 取 市
築 館 店 宮 城 / 栗 原 市 米 沢 店 山 形 / 米 沢 市 エスパル福島店 福 島 / 福 島 市
若 柳 店 宮 城 / 栗 原 市 新 庄 店 山 形 / 新 庄 市 十 割 蕎 麦 「丸 ま つ」
利 府 店 宮 城 / 宮 城 郡 寒 河 江 店 山形県/寒河江市 丸まつ石巻店 宮 城 / 石 巻 市
大 河 原 店 宮 城 / 柴 田 郡 本 庄 店 秋田/由利本荘市 丸まつ向陽台店 宮 城 / 仙 台 市
富 谷 店 宮 城 / 富 谷 市 秋田中央店 秋 田 / 秋 田 市 回 転 す し 「す し 兵 衛」
成 田 店 宮 城 / 富 谷 市 大 曲 店 秋 田 / 大 仙 市 利 府 店 宮 城 / 宮 城 郡
亘 理 店 宮 城 / 亘 理 郡 鷹 巣 店 秋田/北秋田市 そ の 他
中 新 田 店 宮 城 / 加 美 郡 角 館 店 秋 田 / 仙 北 市 寿松庵本町店 宮 城 / 仙 台 市
気 仙 沼 店 宮城/気仙沼市 横手十文字店 秋 田 / 横 手 市 寿松庵空港店 宮 城 / 名 取 市
吉 岡 店 宮 城 / 黒 川 郡 横手中央店 秋 田 / 横 手 市 寿松庵本店 宮 城 / 成 田 市
鎌 田 店 福 島 / 福 島 市 潟 上 店 秋 田 / 潟 上 市 味よし亭八戸店 青 森 / 八 戸 市
福島中央店 福 島 / 福 島 市 八 戸 店 青 森 / 八 戸 市 かに政宗泉店 宮 城 / 仙 台 市
福 島 南 店 福 島 / 福 島 市 八 戸 西 店 青 森 / 八 戸 市 かに政宗本町店 宮 城 / 仙 台 市
郡山インター店 福 島 / 郡 山 市 十 和 田 店 青森/十和田市 かに政宗盛岡店 岩 手 / 盛 岡 市
安 積 店 福 島 / 郡 山 市 浪 岡 店 青 森 / 青 森 市 スターダスト 宮 城 / 仙 台 市
会津若松店 福島/会津若松市 青 森 東 店 青 森 / 青 森 市

― 6 ―



　(7) 従業員の状況（平成29年２月28日現在）

　 ① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

　 316（729）名 　 △26（90）名

(注) 従業員数は就業人員であり、パートタイマー数は年間の平均人員（１日８時間勤務換算によ
る月平均人数）を（ ）に外数で記載しております。

　 ② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

310（728）名 △26（90）名 41.2歳 8.6年

(注) 従業員数は就業人員であり、パートタイマー数は年間の平均人員（１日８時間勤務換算によ
る月平均人数）を（ ）に外数で記載しております。

　(8) 主要な借入先の状況（平成29年２月28日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 858,329千円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 385,780

株 式 会 社 秋 田 銀 行 196,650

株 式 会 社 北 海 道 銀 行 181,643

株 式 会 社 岩 手 銀 行 156,691

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 120,000

　(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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2． 会社の現況

　(1) 株式の状況（平成29年２月28日現在）

① 発行可能株式総数 20,000,000株

② 発行済株式の総数 6,021,112株

③ 株 主 数 6,110名

　 ④ 大 株 主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持株比率

株 式 会 社 ア セ ッ ト シ ス テ ム 2,131,000株 35.47％

井 上 啓 子 363,580株 6.05％

カ ル ラ 従 業 員 持 株 会 188,954株 3.15％

井 上 修 一 180,028株 3.00％

井 上 純 子 139,628株 2.32％

斉 藤 京 子 88,184株 1.47％

井 上 善 行 58,032株 0.97％

菊 池 公 利 42,294株 0.70％

田 中 克 己 34,900株 0.58％

清 水 あ さ 子 23,764株 0.40％

(注) 1. 持株比率は自己株式を控除した発行済株式の総数により算出しております。
2. 持株比率は、小数点第３位を四捨五入して表示しております。
3. 清水あさ子氏は平成29年２月24日に逝去されましたが、相続手続が未了のため、平成29

年２月28日現在の株主名簿に基づき記載しております。

　(2) 新株予約権等の状況

　 該当事項はありません。
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　(3) 会社役員の状況

　 ① 取締役及び監査役の状況

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 井 上 修 一 株式会社ネットワークサービス代表取締役会長・株式会社亘理ファーム代表取締役社長

代 表 取 締 役 社 長 井 上 善 行

常 務 取 締 役 伊 藤 真 市 営 業 本 部 長

取 締 役 清 水 あさ子 株式会社亘理ファーム代表取締役社長

取 締 役 斉 藤 京 子 お 客 様 対 策 室 長

取 締 役 菊 池 公 利 商 品 供 給 本 部 長

取 締 役 花 舘 達 花 舘 公 認 会 計 士 事 務 所 所 長

常 勤 監 査 役 白 石 廣 行

監 査 役 永 山 勝 教 株式会社七十七銀行代表取締役副頭取

監 査 役 勅使河原 安夫 勅 使 河 原 協 同 法 律 事 務 所 所 長

監 査 役 服 部 耕 三 勅使河原協同法律事務所弁護士･株式会社バイタルネット社外監査役

(注) 1. 取締役花舘達氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 当社は、取締役花舘達氏を東京証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
3. 前監査役勅使河原安夫氏は、平成28年12月13日に辞任により退任したことに伴い、服部

耕三氏が平成29年１月24日仙台地方裁判所から仮監査役の選任を受け就任しております。
仮監査役服部耕三氏は弁護士として長年の豊富な経験と知識を有しておられます。

4. 取締役清水あさ子氏は平成29年２月24日に逝去により退任しております。
5. 監査役永山勝教氏及び監査役服部耕三氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役で

あります。

　 ② 取締役及び監査役の報酬等

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
( う ち 社 外 取 締 役 )

7名
（1名)

90,600千円
（2,400千円)

監 査 役
( う ち 社 外 監 査 役 )

4名
（3名)

7,800千円
（4,800千円)

合 計
11名
(4名)

98,400千円
(7,200千円)

(注) 1. 取締役のうち、使用人兼務取締役に該当するものはありません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成16年５月28日開催の定時株主総会において年額200百万円以

内と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成17年５月28日開催の定時株主総会において年額20百万円以

内と決議いただいております。
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　 ③ 社外役員に関する事項

　 イ．重要な兼職先と当社との関係

氏 名 兼 職 先 ・ 兼 職 の 内 容

取締役 花 舘 達 花 舘 公 認 会 計 士 事 務 所 所 長

監査役 永 山 勝 教 株 式 会 社 七 十 七 銀 行 代 表 取 締 役 副 頭 取

監査役 勅使河原 安夫 勅 使 河 原 協 同 法 律 事 務 所 所 長

監査役 服 部 耕 三 勅使河原協同法律事務所弁護士･株式会社バイタルネット社外監査役

(注) 1. 当社と花舘公認会計士事務所との間では取引はございません。
2. 株式会社七十七銀行は、当社の主力銀行であります。
3. 当社と勅使河原協同法律事務所との間では取引はございません。
4. 当社と株式会社バイタルネットとの間では取引はございません。

　

　 ロ．当事業年度における主な活動状況

氏 名 活 動 状 況

取締役 花 舘 達

当事業年度に開催された取締役会15回のうち13回に出席し、社外取締
役として、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行ってお
ります。

監査役 永 山 勝 教

当事業年度に開催された取締役会15回のうち12回、監査役会13回のう
ち11回に出席し、取締役会及び監査役会における審議、報告に際して
その豊富な知識と経験に基づいた発言を行っております。また、取締
役会･監査役会の席上以外でも、適時、代表取締役、業務執行役員と
の意見交換の場において有益な意見具申を行っております。

監査役 勅使河原 安夫

当事業年度の退任までに開催された取締役会12回のうち８回、監査役
会10回のうち8回に出席し、取締役会及び監査役会における審議、報
告に際してその豊富な知識と経験に基づいた発言を行っております。
また、取締役会･監査役会の席上以外でも、適時、代表取締役、業務
執行役員との意見交換の場において有益な意見具申を行っておりま
す。

監査役 服 部 耕 三

当事業年度の仮監査役就任後に開催された取締役会１回のうち１回、
監査役会１回のうち１回に出席し、取締役会及び監査役会における審
議、報告に際してその豊富な知識と経験に基づいた発言を行っており
ます。また、取締役会･監査役会の席上以外でも、適時、代表取締役、
業務執行役員との意見交換の場において有益な意見具申を行っており
ます。
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　(4) 会計監査人の状況

① 名称 監査法人ハイビスカス

　 ② 報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 14,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 14,500千円

(注) 1. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏
まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画の監査時間・配員計画、会計監査
人の職務遂行状況、報酬見積の相当性等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬額に
つき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業
年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　 ③ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要がある

と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する

議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。こ

の場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にお

いて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

　 ④ 責任限定契約の内容の概要

　 該当事項はありません。
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　(5) 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正性を確保するための

体制」について、取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりです。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

当社は、企業理念である「飲食を通じての社会貢献」に則した企業行動をとり、

代表取締役がその精神を役職者をはじめグループ会社全使用人に、継続的に伝

達・徹底を図ることにより、法令遵守と社会倫理遵守の企業活動を行う。

　監査役及び内部監査部門は連携し、「内部監査規程」及び「内部監査実施要領」

に定める方法により、本部及び店舗の所管する業務について、そのコンプライア

ンス管理の実行状況を監査する。また、当社は、使用人が法令もしくは定款上疑

義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使用人に不利益な扱いを行わ

ない旨等を規定する「内部通報者保護規程」を制定する。

　 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

「文書取扱規程」に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒

体に記録し保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるも

のとする。

　 ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

災害・食中毒・犯罪・システム障害に係るリスクについて、想定する事態毎に

その対応と体制を「災害時緊急対応マニュアル」に定め、リスクの発生に備える。

　監査役及び内部監査部門は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締

役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、改善に努める。

　 ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

３事業年度を期間とする中期経営計画に基づき、毎期、部門毎の業績目標を設

定し、各部門を担当する取締役は、その実施すべき具体的な施策及び権限を含め

た効率的な業務遂行体制を決定する。各部門長は、職務分掌及び権限を定めた社

内規程に基づき、効率的な職務の執行を行う。内部監査部門は業務の監査を行い、

内部統制の有効性と妥当性を検証する。

⑤ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

関係会社管理規程により、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報に

ついて、定期的に報告を受ける。コンプライアンス委員会及びリスクに関する規

程により、当社グループ全体のリスクの把握、管理及び法令違反行為、不正行為

の監視等を行う。内部監査部門は、当社グループが効率的な業務遂行を行ってい

るかどうか監視を行う。
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⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監

査役と協議の上、管理スタッフを監査役を補助すべき使用人として指名すること

ができる。監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権

は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報

告に関する体制

監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役より意見を求めることが

できる。当社及び子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそ

れのある事実を発見したときは直ちに監査役会に報告する。また、内部監査の結

果について、内部監査部門から直接報告を受けることができる。監査役は、必要

に応じて業務執行に関する報告、説明又は関係資料の提出を当社及び子会社の社

員等に求めることができる。

⑧ 上記⑦の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受

けないことを確保するための体制

社員等からの監査役への通報については、公益通報処理規程に準じて取扱い、

当該通報者に対する不当な取扱いを禁止する。

⑨ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針

に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用又は債務の支払等を請求したとき

は担当部門において必要でないと証明した場合を除き、速やかに処理しなければ

ならない。

　 ⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定する。また、常

勤監査役に経営会議をはじめとする社内の主要な会議の開催を通知し、その出席

及び発言の機会を妨げないものとする。

　(6) 業務の適正を確保するための当期における主な取り組み

① 当社およびグループ会社の内部統制システム全般の整備･運用状況を当社の内

部監査室がモニタリングし、改善を進めております。

② 取締役会を15回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等

経営に関する重要事実を決定し、月次の経営業績の分析・対策を検討するとと

もに法令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。

③ 監査役会を13回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内会議

への出席、業務及び財産の状況の監査、法令・定款等への遵守について監査い

たしました。
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④ コンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るため、グループ役職

員を対象とした研修を定期的に実施しました。

⑤ 情報セキュリティ対策として、文書やデータの管理・廃棄方法の更なる厳格

化を図りました。

⑥ 「財務報告に係る内部統制に関する実施計画」に基づき、内部統制評価を実施

しました。

⑦ 内部監査基本計画に基づき、当社及びグループ会社の内部監査を実施しまし

た。

　(7) 反社会的勢力を排除するための体制

社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に関しては、取引

先も含めて一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当な介入等に対しては毅

然とした姿勢で組織的に対応しております。

　(8) 会社の支配に関する基本方針

　 特記すべき事項はありません。

[備 考］

1. 本事業報告記載の金額については、表示単位未満の端数を切り捨てて表示して

おります。

　2. 売上高等の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表

(平成29年２月28日現在)
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

長 期 貸 付 金

敷 金 保 証 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

938,268

561,166

17,725

149,643

17,120

81,180

17,129

94,301

5,248,553

4,194,624

2,061,601

64,937

105,619

1,933,738

28,728

72,801

45,149

27,652

981,127

1,083

495

277,473

618,582

55,887

54,289

16,575

△43,259

流 動 負 債 1,447,963

買 掛 金 161,542

一年内返済予定長期借入金 864,648

未 払 金 79,043

未 払 費 用 207,054

未 払 法 人 税 等 37,229

未 払 消 費 税 等 43,153

預 り 金 10,626

賞 与 引 当 金 21,906

ポ イ ン ト 引 当 金 3,100

そ の 他 19,659

固 定 負 債 1,589,948

長 期 借 入 金 1,434,122

預 り 敷 金 保 証 金 38,352

資 産 除 去 債 務 106,701

そ の 他 10,771

負 債 合 計 3,037,911

純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,145,941

資 本 金 1,238,984

資 本 剰 余 金 973,559

利 益 剰 余 金 963,011

自 己 株 式 △29,614

非支配株主持分 2,969

純 資 産 合 計 3,148,910

資 産 合 計 6,186,822 負債及び純資産合計 6,186,822

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（平成28年３月１日から
平成29年２月28日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 7,959,352

売 上 原 価 2,546,208

売 上 総 利 益 5,413,144

販売費及び一般管理費 5,230,020

営 業 利 益 183,124

営 業 外 収 益 125,701

受 取 利 息 9,576

協 賛 金 収 入 12,429

受 取 賃 貸 料 90,110

そ の 他 13,584

営 業 外 費 用 114,922

支 払 利 息 16,010

賃 貸 費 用 95,909

そ の 他 3,003

経 常 利 益 193,902

特 別 損 失 86,465

固 定 資 産 売 却 損 15,071

店 舗 閉 鎖 損 失 7,479

固 定 資 産 除 却 損 102

減 損 損 失 63,811

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 107,437

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 58,139

法 人 税 等 調 整 額 4,002 62,142

当 期 純 利 益 45,295

非支配株主に帰属する当期純利益 251

親会社株主に帰属する当期純利益 45,043

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

― 16 ―



連結株主資本等変動計算書

（平成28年３月１日から
平成29年２月28日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平 成 28 年 ３ 月 １ 日 残 高 1,238,984 973,559 978,041 △29,614 3,160,971

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △60,073 △60,073

親会社株主に帰属する当期純利益 45,043 45,043

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △15,029 △15,029

平 成 29 年 ２ 月 28 日 残 高 1,238,984 973,559 963,011 △29,614 3,145,941

非支配株主持分 純資産合計

平 成 28 年 ３ 月 １ 日 残 高 2,717 3,163,689

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △60,073

親会社株主に帰属する当期純利益 45,043

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

251 251

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 251 △14,779

平 成 29 年 ２ 月 28 日 残 高 2,969 3,148,910

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

1． 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

　(1) 連結の範囲に関する事項

　 連結子会社の数及び名称 １社 株式会社ネットワークサービス

　 非連結子会社の名称等 株式会社亘理ファーム

　 連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

　(2) 持分法の適用に関する事項

　 持分法を適用していない非連結子会社の名称等 株式会社亘理ファーム

　 持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用対象から除外しており

ます。

　(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　 連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

　(4) 会計方針に関する事項

　 ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．そ の 他 有 価 証 券

・市場価格のないもの：移動平均法による原価法によっております。

ロ．た な 卸 資 産

・製 品：総平均法による原価法によっております。

・商 品：最終仕入原価法による原価法によっております。

・原材料及び貯蔵品：最終仕入原価法による原価法によっております。

なお、貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定し

ております。

　 ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　 イ．有形固定資産（リース資産を除く）

　 建物（建物附属設備は除く）

　 ・平成10年３月31日以前に取得したもの

　 旧定率法によっております。

　 ・平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの

　 旧定額法によっております。

　 ・平成19年４月１日以降に取得したもの

　 定額法によっております。

・平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物

　 定額法によっております。
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　 建物以外

　 ・平成19年３月31日以前に取得したもの

　 旧定率法によっております。

　 ・平成19年４月１日以降に取得したもの

　 定率法によっております。

なお、平成19年３月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終

了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

　 ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については社内の利用可

能期間（５年）にわたり償却しております。

　 ハ．リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　 ③ 重要な引当金の計上基準

イ．貸 倒 引 当 金…… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

ロ．賞 与 引 当 金…… 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上して

おります。

ハ．ポ イ ン ト 引 当 金…… 会員に付与したポイントの使用による費用負担に備えるため、

当連結会計年度末において将来使用されると見込まれる額を計上

しております。

　 ④ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　 税抜方式によっております。

　(5) 会計方針の変更等

　（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業

結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成

25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、当

連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動によ

る差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費

用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施される

企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結

合日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更いたします。加えて、

当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行って

― 19 ―



おります。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（4）、連結会計基

準第44－５項（4）及び事業分離等会計基準第57－４項（4）に定める経過的な取扱いに従

っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる連結計算書類に与える影響はありません。

　

　（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務

上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平

成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から

定額法に変更しております。

　この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞ

れ4,801千円増加しております。

2． 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。
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3． 連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,212,734千円

　(2) 担保に供している資産

建 物 355,821千円

土 地 1,546,048

　 計 1,901,869千円

　 (上記に対応する債務)

一年内返済予定長期借入金 317,979千円

長期借入金 540,350

　 計 858,329千円

　(3) 保証債務

　 非連結子会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行なっております。

株式会社亘理ファーム 84,556千円

4． 連結株主資本等変動計算書に関する注記

　(1) 発行済株式の総数に関する事項

連結会計年度末日の発行済株式の総数 普通株式 6,021,112株

　(2) 自己株式に関する事項

連結会計年度末日の自己株式数 13,755株

　(3) 剰余金の配当に関する事項

　 ① 配当金支払額等

決 議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成28年５月25日
定時株主総会

普通株式 60,073 10.00 平成28年２月29日 平成28年５月26日

　 ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成29年５月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 60,073 10.00 平成29年２月28日 平成29年５月25日

(注)上記②の配当金の総額は、当定時株主総会において決議予定の金額であります。
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5． 金融商品に関する注記

　(1) 金融商品の状況に関する事項

　 ① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、原則として買掛金や未払金等の支払いに必要な運転資金及び設備投資資金

は「営業活動によるキャッシュ・フロー」の範囲内で賄う方針であります。不足する場合につ

き、事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達してお

ります。一時的な余剰資金は安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針で

あります。

　 ② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。

敷金・保証金、長期貸付金（建設協力金）は、主に店舗の賃貸借契約によるものであり、取

引先企業等の信用リスクに晒されております。

長期借入金については、大部分が固定金利でありますが、一部変動金利であるため金利の変

動リスクに晒されております。

　 ③ 金融商品に係るリスク管理体制

　 イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、

取引先相手ごとに期日及び残高管理を行い、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握

や軽減を図っております。

敷金・保証金、長期貸付金（建設協力金）は、取引開始時に信用判定を行うとともに、

契約更新時その他適宜契約先の信用状況の把握に努めております。

　 ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、不要な借入は行わず借入金を圧

縮することを基本とした上で、金利動向をふまえ、ペナルティの発生しない金利更改時に

あわせて期限前償還等の対応を取ることにしております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行することができなくなるリスク）

の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新す

るとともに、手元流動性を適正な範囲に維持することなどにより、流動性リスクを管理し

ております。

　 ④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。当該価額の算定において変動要因を織り込んでいるため、異

なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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　(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成29年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。

(単位：千円)

連結貸借対照表
計上額

時 価 差 額

① 現金及び預金 561,166 561,166 ―

② 売掛金 17,725 17,725 ―

③ 敷金・保証金 618,582 616,222 △2,359

④ 長期貸付金（建設協力金) 256,714

　 貸倒引当金（*1) △37,910

218,804 229,579 10,775

資 産 計 1,416,278 1,424,694 8,415

① 買掛金 161,542 161,542 ―

② 長期借入金（*2) 2,298,770 2,298,762 △7

負 債 計 2,460,312 2,460,304 △7

　(*1) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

　(*2) １年内返済予定の長期借入金を含めております。

　

　(注１) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

　 ① 現金及び預金、② 売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

　 ③ 敷金・保証金、④ 長期貸付金（建設協力金)

これらはその将来キャッシュ・フローを当該賃貸借契約期間に近似する国債の利回り等

で割り引いた現在価値を基に算定しております。

　

負 債

　 ① 買掛金

買掛金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

　 ② 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて算定する方法によっております。
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　(注２) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(単位：千円)

１年以内
１年超

５年以内
５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 561,166 ― ― ―

売掛金 17,725 ― ― ―

敷金・保証金 177,631 182,933 132,746 125,271

長期貸付金（建設協力金） 55,795 145,506 51,425 3,986

合 計 812,318 328,440 184,172 129,257

　

　(注３) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

(単位：千円)

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金(*１) 864,648 672,140 412,694 239,774 109,514 ―

　(*１) １年内返済予定の長期借入金を含めております。

　

6． 賃貸等不動産に関する注記

　 賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。

　

7． １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産 523円68銭

(2) １株当たり当期純利益 7円50銭

　

8． 重要な後発事象に関する注記

　 該当事項はありません。

　

9． 資産除去債務に関する注記

　 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1)当該資産除去債務の概要

店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

(2)当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から20年と見積り、割引率は0.20％～2.05％を使用して資産除去債務の

金額を計算しております。

(3)当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 97,240千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 9,946

時の経過による調整額

有形固定資産の売却に伴う減少額

1,883

△2,368

期末残高 106,701千円

― 24 ―



貸 借 対 照 表

(平成29年２月28日現在)
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 902,811 流 動 負 債 1,437,992

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

敷 金 及 び 保 証 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

527,824

17,691

149,643

17,120

79,090

17,129

94,310

5,218,367

4,175,029

1,923,457

118,738

40,916

23,028

105,619

1,931,898

31,370

68,335

40,683

27,652

975,001

283

495

8,800

277,473

614,602

55,887

44,144

16,575

△43,259

買 掛 金 161,542

一年内返済予定長期借入金 864,648

未 払 金 75,829

未 払 費 用 203,794

未 払 法 人 税 等 36,797

未 払 消 費 税 等 40,929

預 り 金 10,539

賞 与 引 当 金 21,906

ポ イ ン ト 引 当 金 3,100

そ の 他 18,904

固 定 負 債 1,613,255

長 期 借 入 金 1,434,122

預 り 敷 金 保 証 金 34,716

資 産 除 去 債 務 134,017

そ の 他 10,400

負 債 合 計 3,051,248

純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,069,930

資 本 金 1,238,984

資 本 剰 余 金 973,559

資 本 準 備 金 973,559

利 益 剰 余 金 887,000

利 益 準 備 金 18,848

そ の 他 利 益 剰 余 金 868,152

別 途 積 立 金 66,500

繰 越 利 益 剰 余 金 801,652

自 己 株 式 △29,614

純 資 産 合 計 3,069,930

資 産 合 計 6,121,178 負 債 及 び 純 資 産 合 計 6,121,178

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（平成28年３月１日から
平成29年２月28日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 7,945,388

売 上 原 価 2,537,023

売 上 総 利 益 5,408,364

販売費及び一般管理費 5,227,347

営 業 利 益 181,017

営 業 外 収 益 124,623

受 取 利 息 9,576

協 賛 金 収 入 12,429

受 取 賃 貸 料 89,622

そ の 他 12,995

営 業 外 費 用 116,527

支 払 利 息 16,010

賃 貸 費 用 97,514

そ の 他 3,003

経 常 利 益 189,113

特 別 損 失 89,924

固 定 資 産 売 却 損 15,071

店 舗 閉 鎖 損 失 9,249

固 定 資 産 除 却 損 102

減 損 損 失 65,501

税 引 前 当 期 純 利 益 99,188

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 56,912

法 人 税 等 調 整 額 4,108 61,021

当 期 純 利 益 38,167

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

（平成28年３月１日から
平成29年２月28日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

平成28年３月１日残高 1,238,984 973,559 973,559 18,848 66,500 823,558 908,907

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △60,073 △60,073

当 期 純 利 益 38,167 38,167

事業年度中の変動額合計 △21,906 △21,906

平成29年２月28日残高 1,238,984 973,559 973,559 18,848 66,500 801,652 887,000

株主資本

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株主資本合計

平成28年３月１日残高 △29,614 3,091,836 3,091,836

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △60,073 △60,073

当 期 純 利 益 38,167 38,167

事業年度中の変動額合計 △21,906 △21,906

平成29年２月28日残高 △29,614 3,069,930 3,069,930

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

1． 重要な会計方針に係る事項

　(1) 資産の評価基準及び評価方法

　 ① 子会社株式

　 移動平均法による原価法により評価しております。

　 ② その他有価証券

・市場価格のないもの：移動平均法による原価法によっております。

　 ③ たな卸資産

・製 品：総平均法による原価法によっております。

・商 品：最終仕入原価法による原価法によっております。

・原 材 料 及 び 貯 蔵 品：最終仕入原価法による原価法によっております。

なお、貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定し

ております。

　(2) 固定資産の減価償却の方法

　 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

　 建物（建物附属設備は除く）

　 ・平成10年３月31日以前に取得したもの

　 旧定率法によっております。

　 ・平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの

　 旧定額法によっております。

　 ・平成19年４月１日以降に取得したもの

　 定額法によっております。

・平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物

　 定額法によっております。

　 建物以外

　 ・平成19年３月31日以前に取得したもの

　 旧定率法によっております。

　 ・平成19年４月１日以降に取得したもの

　 定率法によっております。

なお、平成19年３月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却する方法によっております。
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　 ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については社内の利用可能期

間（５年）にわたり償却しております。

　 ③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　(3) 引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金…… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

② 賞 与 引 当 金…… 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上して

おります。

③ ポ イ ン ト 引 当 金…… 会員に付与したポイントの使用による費用負担に備えるため、

当事業年度末において将来使用されると見込まれる額を計上して

おります。

　(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　 消費税等の会計処理方法

　 税抜方式によっております。

　(5) 会計方針の変更等

　（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業

結合会計基準」という。）、及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号

平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、当事業年度から適用し、

取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、

当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取

得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の計算書類に反映させる方法に変

更しております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（4）及び事業分

離等会計基準第57－４項（4）に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首

時点から将来にわたって適用しております。

これによる計算書類に与える影響はありません。

　

　（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務

上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28

年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額

法に変更しております。
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　この結果、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ4,801千

円増加しております。

2． 表示方法の変更に関する注記

　 該当事項はありません。

3． 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,225,155千円

　(2) 担保に供している資産

建 物 355,821千円

土 地 1,546,048

　 計 1,901,869千円

　 (上記に対応する債務)

一年内返済予定長期借入金 317,979千円

長期借入金 540,350

　 計 858,329千円

　(3) 保証債務

　 関係会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行なっております。

株式会社亘理ファーム 84,556千円

　(4) 関係会社に対する金銭債務

買 掛 金 3,487千円

未 払 金 11,991千円

　(5) 取締役に対する金銭債務

長期未払金 10,400千円

4． 損益計算書に関する注記

　 関係会社との取引高の総額

営業取引による取引高の総額 453,730千円

5． 株主資本等変動計算書に関する注記

　 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株)

株式の種類
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 13,755 ― ― 13,755
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6． 税効果会計に関する注記

　(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　 (流動資産)

未 払 事 業 税 6,399千円

賞 与 引 当 金 7,541

そ の 他 3,189

計 17,129千円

　 (固定資産)

減 損 損 失 98,938千円

資 産 除 去 債 務 40,969

貸 倒 引 当 金 13,224

長期未払金（役員退職慰労金否認） 3,179

そ の 他 4,779

小 計 161,090千円

評 価 性 引 当 金 △105,351千円

計 55,739千円

繰 延 税 金 資 産 合 計 72,868千円
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　 (固定負債)

資産除去債務に対応する除去費用 11,594千円

小 計 11,594千円

繰 延 税 金 資 産 の 純 額 61,274千円

　(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法 定 実 効 税 率 33.0％

（調整）

住 民 税 均 等 割 37.4

交際費等永久に損金に算入されない項目 6.4

評 価 性 引 当 額 の 増 減 額 △1.1

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 2.5

税 額 控 除 △5.1

過 年 度 法 人 税 等 △11.4

そ の 他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 61.5％

　(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正す

る等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以降に

開始する事業年度により法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延

税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する税率は、従来の32.3％から平成29年３月１日に開始す

る事業年度及び平成30年３月１日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異について

は30.8％に、また、平成31年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異につい

ては、30.6％となります。

この税率変更による影響は軽微であります。
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7． 関連当事者との取引に関する注記

　 (1) 役員及び個人主要株主等

種類
会社等の
名称又は

氏名

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役 員 永山勝教
当社監査役
㈱七十七銀行
代表取締役副頭取

―
㈱七十七銀行は当
社の主要借入金融
機関

㈱七十七銀行か
らの当社資金借
入(注1)

資金の返済
379,730

長期借入
金（１年
内返済予
定含む）

858,329
資金の借入

400,000

利息の支払
6,481

前払費用 456

(注) 1. 当社監査役永山勝教が代表取締役副頭取となっている㈱七十七銀行からの当社資金借入につ
いては、他の金融機関との取引条件を勘案して、交渉により決定しております。

　 (2) 子会社

種類
会社等の
名称又は

氏名

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

非連結子会
社

㈱亘理ファー
ム

農産物の栽培 直接20.0％
・役員の兼任

・原材料の仕入

委託農産物の購
入（注1）

53,476 買掛金 3,487

債務保証
　 (注2)

84,556 ― ―

(注) 1. ㈱亘理ファームからの農産物取引価格は、市場の実勢価格に基づき合理的に決定しておりま
す。

　 2. 当社は、㈱亘理ファームの金融機関からの借入金につき債務保証を行っております。なお、
保証料は受け取っておりません。
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8． 減損損失に関する注記

　 当事業年度において当社は、以下の減損損失を計上しております。

店舗名 種類 金額

　まるまつ（４店舗）、

　十割蕎麦まる松（１店舗）、

建物

構築物

工具器具及び備品

50,609千円

1,767千円

13,124千円
　

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位としてグルーピングし、

減損損失の認識を行っております。その結果、収益性が著しく低下した店舗について、当該店舗の

資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しておりま

す。

当該店舗の資産グループの回収可能価額は使用価値により算定しておりますが、将来キャッシ

ュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるため、帳簿価額全額を減損損失として計上しており

ます。

9． １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産 511円03銭

(2) １株当たり当期純利益 ６円35銭

10． 重要な後発事象に関する注記

　 該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年４月14日

株式会社カルラ

　取締役会 御中

監査法人ハイビスカス

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤 川 芳 己 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 堀 口 佳 孝 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社カルラの平成28年３月１日から平

成29年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算

書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない

連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する

ことを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ

れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表

明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監

査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま

た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り

の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社カルラ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間

の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年４月14日

株式会社カルラ

　取締役会 御中

監査法人ハイビスカス

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤 川 芳 己 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 堀 口 佳 孝 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第１号の規定に基づき、株式会社カルラの平成28年３月１日

から平成29年２月28日までの第45期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な

虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し

た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその

附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附

属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため

の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ

の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内

部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適

正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細

書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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監査役会の監査報告書謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成28年３月１日から平成29年２月28日までの第45期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載
されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株
式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第
３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について
定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に

応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報
告及びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための
体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め
ました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

２．監査の結果
　(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 会計監査人監査法人ハイビスカスの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　(3) 連結計算書類の監査結果
　 会計監査人監査法人ハイビスカスの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成29年４月19日
株式会社カルラ 監査役会
常勤監査役 白 石 廣 行 ㊞

社外監査役 永 山 勝 教 ㊞

社外監査役 服 部 耕 三 ㊞

(注) 1.監査役勅使河原安夫氏は、平成28年12月13日に辞任により退任いたしました。
2.監査役服部耕三氏は会社法第346条第２項に基づき、平成29年１月24日付で仮監査役に選任さ

れ就任いたしました。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

　 第１号議案　剰余金の配当の件

　当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案い

たしまして、次のとおりといたしたいと存じます。

　 (1) 配当財産の種類

　 金銭

　 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　 当社普通株式１株につき金10円

　 総額 60,073,570円

　 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成29年５月25日

　

　 第２号議案　定款一部変更の件

1.変更の理由

　平成28年10月10日付の宮城県黒川郡富谷町の市制施行による住所変更に伴い、

所要の変更を行うものであります。

2.変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。

　(下線は変更部分を示します。)

現行定款 変更案

第3条（本店の所在地）

当会社は、本店を宮城県黒川郡富谷町に置く。

第3条（本店の所在地）

当会社は、本店を宮城県富谷市に置く。
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　 第３号議案　取締役６名選任の件

　取締役６名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、取締役６名の選任をお願いするものであります。

　 取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当または
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当 社 の 株 式 数

１
井
いの うえ しゅう いち

上 修 一

（昭和16年９月21日）

昭和44年４月 そば処丸松経営

180,028株

昭和47年10月 有限会社丸松代表取締役

昭和54年10月 株式会社丸松代表取締役

平成３年３月 社名変更、当社代表取締役社長

平成25年５月 同代表取締役会長

平成26年５月 同取締役

平成28年５月 同代表取締役会長(現任)

(重要な兼職の状況)

　株式会社ネットワークサービス代表取締役会長

　株式会社亘理ファーム代表取締役社長

２
井
いの うえ よし ゆき

上 善 行

（昭和33年８月15日）

昭和63年10月 当社入社

58,032株

平成元年４月 同取締役

平成14年９月 同常務取締役社長室長

平成18年５月 同専務取締役能力開発担当

平成22年５月 同専務取締役営業企画担当

平成23年５月 同専務取締役専門店営業部担当

平成24年12月 同専務取締役企画本部担当

平成25年５月 同代表取締役社長(現任)

３
伊
い とう しん いち

藤 真 市

（昭和34年４月２日）

平成16年５月 当社入社

20,000株

平成16年８月 同総務部長

平成19年１月 同能力開発室長

平成19年５月 同執行役員総務部長

平成21年５月

平成25年５月

同取締役管理本部担当

同常務取締役管理本部担当

平成27年５月 同常務取締役営業本部担当

平成29年３月 同常務取締役管理本部長(現任)

４ 斉　藤
さい とう

　京
きょう

　子
こ

（昭和26年１月24日）

昭和51年１月 当社入社

88,184株平成23年６月

平成28年５月

同執行役員お客様対策室

同取締役お客様対策室長(現任)

５ 菊　池　公　利
きく ち きみ とし

（昭和31年１月５日）

昭和53年７月 当社入社

42,294株
平成19年２月 同執行役員供給本部長

平成20年７月

平成28年５月

同執行役員商品開発室長

同取締役商品供給本部長(現任)
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当または
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当 社 の 株 式 数

６
花
はな だて

舘　 達
いたる

（昭和38年８月６日）

平成２年10月 監査法人朝日新和会計社（現有限

責任あずさ監査法人）入社

０株

平成６年３月 公認会計士登録

平成19年12月 同退社

平成20年１月 花舘公認会計士事務所設立

平成22年５月 当社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

　花舘公認会計士事務所所長

(注) 1. 取締役候補者 井上修一氏は、当社店舗の賃貸借契約の一部に対して、債務保証を行ってお
ります。なお、当社は同氏に対し保証料の支払いを行っておりません。

2. 取締役候補者 井上修一氏は、株式会社亘理ファームの代表取締役であり、当社は同社との
間に、委託農産物の購入等の取引関係があります。また、当社は同社に対し、銀行借入金に
対する債務保証を行っております。

3. 他の候補者と、当社との特別の利害関係はありません。
4. 花舘達氏は、社外取締役の候補者であります。同氏は、公認会計士の資格を有しており、会

計及び財務に関する相当程度の知識と豊富な経験を有していることから社外取締役に適任で
あると判断し、選任をお願いするものであります。
なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって７年となります。

5. 当社は、取締役花舘達氏を東京証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。

　 第４号議案　監査役３名選任の件

　監査役３名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つ

きましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。

　また、平成28年12月13日に社外監査役勅使河原安夫氏が退任され、監査役の法

定員数を欠くことになったため、仙台地方裁判所に仮監査役選任の申し立てを行

ったところ、平成29年１月24日付で同裁判所より仮監査役として服部耕三氏を選

任した旨の通知を受け、同氏は当社仮監査役に就任いたしました。

　つきましては、あらためて社外監査役として同氏を選任することを含め、監査

役３名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 地 位 ま た は
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当 社 の 株 式 数

１
白　石　廣　行
しら いし ひろ ゆき

（昭和16年７月13日）

昭和49年４月 宮城県職員 衛生研究所勤務

０株

平成14年３月 同退職

平成15年４月 財団法人宮城県公衆衛生協会理事

平成23年７月 同退職

平成23年11月

平成25年５月

当社品質管理室顧問

当社監査役(現任)
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 地 位 ま た は
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当 社 の 株 式 数

２
永　山　勝　教
なが やま よし あき

（昭和22年５月15日）

昭和46年４月

平成15年６月

平成17年５月

平成18年６月

平成20年６月

平成22年６月

株式会社七十七銀行入行

同常務取締役

当社監査役(現任)

株式会社七十七銀行専務取締役

同代表取締役専務

同代表取締役副頭取(現任)

０株

(重要な兼職の状況)

株式会社七十七銀行代表取締役副頭取

３
服
は っ と り こ う ぞ う

部 耕 三

（昭和26年７月８日）

昭和56年４月 仙台弁護士会入会

０株

昭和58年６月 勅使河原協同法律事務所入所

平成22年６月 仙台弁護士会副会長(現任)

平成29年１月 当社仮監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

勅使河原協同法律事務所弁護士

株式会社バイタルネット社外監査役

(注) 1. 上記候補者と当社との特別の利害関係はありません。
2. 永山勝教氏及び服部耕三氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者について
① 永山勝教氏を候補者とした理由は、金融・財務に関する専門的な経験と知識を有しておら

れ、当社の監査を適切に遂行して頂ける適任者と判断したためであります。なお、同氏の
社外監査役としての就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって12年であります。

② 服部耕三氏を候補者とした理由は、弁護士として長年の豊富な経験と知識を有しておられ、
当社の監査を適切に遂行して頂ける適任者と判断したためであります。なお、同氏は平成
29年１月24日に仙台地方裁判所より当社の仮監査役に選任されており、同氏の社外監査役
としての就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４ヶ月となります。
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　 第５号議案　補欠監査人１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いす

るものであります。なお、補欠監査役の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、

取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとします。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略 歴、 地 位 ま た は
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当 社 の 株 式 数

鈴
す ず き と も た か

木 友 隆

（昭和24年１月31日）

昭和47年11月 アーサーヤング公認会計士共同事

務所入所

０株

平成２年７月 監査法人朝日新和会計社(現有限

責任あずさ監査法人)入社

平成３年４月

平成７年８月

同仙台事務所長

同法人代表社員

平成23年７月 同退職

平成23年８月 鈴木友隆公認会計士事務所設立

(現任)

（重要な兼職の状況）

　 鈴木友隆公認会計士事務所所長

(注) 1.候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2.鈴木友隆氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3.鈴木友隆氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士として培われた会計知識を
当社の監査体制に活かして頂くため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

以上
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〈メ モ 欄〉
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県庁市役所

県民会館

三越

藤崎 イオン

FORUS

E-BEANS

江陽
グランドホテル

仙台西道路
出口

Ｊ
Ｒ
仙
台
駅ホテルメトロポリタン仙台

青葉通り

広瀬通り

晩
翠
通
り

地
下
鉄
南
北
線

東
二
番
町
通
り

至 東北自動車道
　 仙台宮城IC

広瀬通駅

地
下
鉄 

仙
台
駅

株主総会会場ご案内図

会場：仙台市青葉区中央一丁目１番１号

ホテルメトロポリタン仙台 ４階 千代の間

電話 022-268-2525
　

　
◎交通アクセス

　○JR利用の場合

　 JR仙台駅より徒歩で約１分

　○地下鉄利用の場合

　 地下鉄南北線仙台駅より徒歩で約２分

　○お車利用の場合

　 東北自動車道仙台宮城ICから仙台西道路経由で約15分


